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１．問題の所在

１．１ 「大学」と「教員養成」の理念的葛藤
本稿1の目的は，日本における「大学における教員

養成」の理論的課題を，中華人民共和国香港特別行政
区との対外比較の視角を援用しつつ検討し，特に初等
学校の教員養成を担う機関の大学昇格のプロセスとそ
こでの諸論点を解明することを通じて，昨今の日本の
教員養成改革をめぐる布置関係（諸アクター間の力関
係）の背景を解明することにある。
「大学における教員養成」は，日本においては一般
的に1940年代後半以降のいわゆる戦後改革期の原則
の一つと理解されているが，近代教育の展開過程にお
いて，「大学」と「教員養成」との関係は錯綜してい
る。本稿の課題に関わって主要な論点を挙げるなら
ば，第一に「大学」と「教員養成」の間には理念的に
も実態的にも葛藤があり，決して順接的な関係ではな
かったこと，そして第二に「教員養成」と一口に言っ
ても，中等学校教員のそれと初等学校教員のそれとで
は事情が異なり，特に後者においてその葛藤が顕在化
しやすいこと，となろう。
第一の点については， （2002）が整理して

いるように，前近代からの歴史と伝統を持つ大学
（ ）と，近代教育システムの整備に伴って設
けられた教員養成学校（師範学校＝ ）
とは，前者が理論志向であるのに対し後者は実践志向
であり，前者が専門ディシプリンの追究を旨とするの
に対して後者が学習領域の統合を旨とし，前者が没個
性的であるのに対し後者は師弟関係の絆を重視し，前
者がリベラルな知的探究を目指すのに対し後者が実践

知に根ざした活動を目指し，前者が学問の自由と自治
を前提とするのに対し後者は政府による管理と専門的
なアカウンタビリティを前提とし，前者が永いスパン
での深い理解の醸成に方向づけられるのに対し後者は
実践の水準向上のための技芸（ ）に方向づけられ
る……というように，正反対のベクトルを持つもので
ある。
ただし，第二の点に関わって，中等学校の教員養成
に関しては，近代の初期から大学はその機能の一部を
担っていたことも確かである。船寄（1994）などが指
摘するように，日本においては，1872年の「学制」
（第四一章）において中等学校教員の資格を「二五歳
以上の大学卒業者」と定めている。また，近代初期に
主に中等学校の教員養成を目的として，中等後教育レ
ベルの高等師範学校が各地域で設けられるが，北京師
範大学（1923年に北京高等師範学校を母体として創
設）を典型とするように，比較的早い時期から大学に
昇格し，その地域の高等教育の中で一定の地位を占め
ているものが相当数に見られる（岩田2013）。この，
北京師範大学に代表される中国の「師範大学」につい
ては，前近代からのヨーロッパ型の大学モデルとは異
なり，伝統的に中国において学問的陶冶と人格陶冶を
併せ持った「書院」を背景に持つがゆえに，教員養成
と大学との融合が他地域に比べスムースであったとい
う事情を持つ（ 2009）ものの，他の地
域においても近代初期からの大学が，教科ごとに専門
分化された中等教育の教員養成の一定部分を担ってい
たことについては議論の余地はない。
その一方で，以下に述べるように，初等学校の教員
を養成する機関は，近代初期においては大学未満の教
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育機関として位置づけられ，これが大学レベルに昇格
するには長い時間を要している。

１．２ 初等学校教員養成の場としての大学
初等学校の教員養成が大学未満の教育機関で行われ

てきた背景には，近代初期から義務教育として位置づ
けられた初等学校は，一部エリート層の高等教育への
進学を前提とした中等学校とは異なり，量的に需要が
大きかったという側面に加え，いわゆる「タッパンの
法則」―1856年のミシガン大学のタッパン（ ）
総長の発言「教師は自分の教える学校よりも一段高い
学校の教育を受けなければならない」―が支配的であ
り，初等学校の教員は中等教育レベルの養成教育を以
て充分とする考えが根強かったことがある。また特
に，日本のように小学校の教員が基本的に全教科を担
当する全科担任制を採る地域においては，専門分化さ
れた各学問領域の教育研究を旨とする大学の組織は，
教員養成の組織とは原理を異にする。
そうした事情もあって，どの地域においても，初等

学校の教員養成が大学で行われるようになるには長い
時間を要している。東アジア諸地域に例を採るなら
ば，日本においては1940年代後半の占領政策に基づ
くいわゆる戦後教育改革を契機としていわゆる「学芸
大学」（総合大学においては「教育学部」「学芸学部」）
が創設され，続く1980年代に韓国と台湾においては
師範学校を母体とした学士レベルの教育大学が創設さ
れ，そして1990年代に入ってから中国（本土）およ
び香港において，学士レベルの小学校教員養成が始
まっている。
また，多くの場合，初等学校の教員養成を目的とし

た師範学校は，初等学校教育を修了した者を入学させ
る後期中等教育レベルに位置づけられ，一方で中等学
校の教員養成を行う大学は，師範学校とは異なる系統
の中等学校から入学者を集めている。それゆえ，「初
等学校－師範学校」「中等学校－大学」という同系繁
殖の構造が生じることにもなった。

１．３ 視角と方法
以上のような課題認識に立ち，本稿では以下，中

国。香港特別行政区にある香港教育大学（
2016年昇格）と，

日本の「学芸大学」，中でも東京学芸大学（1949年設
立）の大学への昇格プロセスを主な素材として，初等
学校の教員養成を大学において行う際の理論的諸課題
の析出を試みたい。
香港教育大学の前身である香港教育学院（

）は，域内の五つの教員養成
機関―羅富國師範專科學校（

1939年成立）・葛量洪師範專科學校（
1951年成立）・柏立基師範專科學

校（ 1960年成立）・
香港工商師範學院（ ’

1974年成立）・語文教育學院（
1982年成立）―を統合して1994

年に香港新界大埔のキャンパスに設立されている。こ
の母体となった五つの高等教育機関はいずれも中等後
教育のレベルであったが，香港教育学院は中等後教育
の課程（準学士レベル）に加えて1998年より教育学士
課程を持つ大学相当の教育機関として発足している。
2017年現在で香港特別行政区には，教員養成プログラ
ムを提供する機関は他に4校2存在し，香港教育大学を
含む5校で毎年の教員養成プログラムの量的な調整を
行っているが，小学校の教員養成に関わるプログラム
は香港教育大学がほぼ独占3しており，域内の小学校教
員のおよそ 8割のシェアを占めている。
域内の複数の教員養成機関を統合して大学に昇格さ
せるというプロセスは，日本の戦後教育改革期におけ
る教育系単科大学（「学芸大学」）のそれに近い。たと
えば東京学芸大学は，東京第一師範学校（前身校は
1873年成立。以下の各校においても前身校の成立年
を記す）・同女子部（1900年成立）・東京第二師範学
校（1908年成立）・同女子部（1944年成立）・東京第
三師範学校（1938年成立）・東京青年師範学校（1920
年成立）を統合して1949年に発足している。両校の
大学としてのスタートには67年の開きがあるが，香
港教育大学も東京学芸大学もいずれも政府立で，なお
かつ初等学校教員養成を主なミッションとした域内唯
一の高等教育機関であるという点で共通点を持つ。の
みならず，前者においては1997年の香港施政権の中
国への返還とそれに伴う教育制度の転換4，後者にお
いては1945年のポツダム宣言受諾とその後の占領政
策の中での教育制度の転換，というように内在的な要
因よりは外圧を基に初等学校教員養成が大学レベルに
昇格している点でも共通点を持っている。しかしなが
ら，以下に見るように，大学への昇格プロセスにおけ
る論点には対照的なものも含んでおり，好個の素材で
あるとみられるのである。

２．教員養成研究における「東アジア」比較の視点

２．１ 東アジアの教員養成システムと教育系大学
日本の教員養成制度や政策に関してその特質を解明
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しようとする際，対外比較の視角は有効である。中で
も学校教育やその担い手たる教員たちを取り巻く文化
的背景が共通している東アジア諸地域は，日本のそれ
を検討する上で有益な視点を提供してくれる。
東アジア諸地域―日本のほか中国（本土）・香港特

別行政区・台湾・韓国―においては，香港特別行政区
における教育システムの移行後に，全て6‒3‒3‒4（部
分的に6‒6‒4）を基本とする学校教育制度が整えら
れている。そのうち初等学校・中等学校に属する12
年を担当する教員は高等教育機関（4年制大学）で主
に養成され，その養成教育は基本的に学士課程教育と
同時並行的に提供される。その一方でヨーロッパやア
メリカにおいて広く見られる学卒後の短期集中型の教
員養成プログラムは，香港における学卒後課程
（ ）や韓国の
教育大学院など一部にとどまる（岩田2015）。
この，学卒後課程が主流でないという点において，

東アジア諸地域の教育系大学，特に初等学校教員養成
を主目的とする大学は，域内の高等教育機関の中で独
特の立ち位置を持つことになる。つまり，初等教育教
員養成という，近代初期からの大学のディシプリンと
は異質の構成原理を持つ営みを軸に大学を構成し，な
おかつその大学が近代初期からの伝統的な大学と並立
する中で，比較的劣位に置かれることになるのである。
日本においては，1949年に発足した「学芸大学」は，
1943年以前は中等教育レベルであった師範学校を母体
としていることから「三段跳び」と揶揄されたり，ま
た占領政策の中で設置されたことから「ポツダム学部」
などと蔑称されたりもした。香港教育大学においても，
1990年代後半に学士課程を置き，大学教育資助委員会
（ ，以下 ）5の管轄下で
政府から運営費を補助される（資助）高等教育機関と
して認められながら，その後「大学」の名称を獲得す
るまで十数年を要することになるのである。
特に，20世紀末以降の高等教育政策において，多

くの地域において競争原理が導入され，大学の責任に
おいて「質保証」を行うことの要請が強まった。そう
した中で東アジア諸地域においては共通する少子化傾
向により，教員養成プログラムの需要は減少傾向にあ
り，教員養成を主目的とする大学の立場は危うくなっ
てきている。
さらには，東アジア諸地域の，特に大都市圏―日

本，韓国，中国本土の東部沿岸地域および香港・澳
門・台湾など―においては，塾・予備校等の，学校外
で教育サービスを提供する組織が多く見られ，これら
との関係において学校で児童生徒の指導に当たる教員

たちのアイデンティティが脅かされるという実態も生
んでいる（ブレイ・鈴木2014）。進学準備のための各
教科の学習指導の相当部分がこうした学校外の組織
（多くは営利企業）によって担われる一方で，初等・
中等学校で教職を担う教員たちは各教科の学習指導以
外の業務の比重を増すことになり，教員の過労や精神
的ストレスの増大といった課題を生む6ことにもな
る。

２．２ 教員養成に関する対外比較研究の視点
このように見てくると，東アジア諸地域の教員養成
システムやその背景をなす教育課題や，さらには文化
的背景等も含め，かなりの共通性を持つことがわか
る。ただし，これら地域との対外比較から日本の教員
養成を検討しようとする際，注意すべきは各地域にお
ける「開放制」と教員養成機関の量的・質的管理の状
況が大きく異なる点である。
東アジア諸地域においては，韓国の初等教員養成

（おおむね各道に置かれた教育大学校のほか，韓国教
院大学校と私立の梨花女子大学校の計13校のみに限
られている）を唯一の例外として，日本の「開放制」
に近い教員養成システムが採られている。つまり，教
員養成を主目的とした機関（その多くは旧来の師範学
校等）以外にも，旧来の総合大学等の様々な高等教育
機関が教員養成プログラムを提供することが可能であ
る。しかしながら，その「開放制」の実質的な展開度
合いにおいて，日本は他の地域にない広がりを見せて
いる。詳しくは別稿（岩田2013）にゆずるが，日本
の教員養成における「開放制」は，高等教育機関の過
半が教員養成プログラムを提供するという範囲が広い
こと，およびそれぞれの高等教育機関で提供される教
員養成プログラムの平均的な規模が小さいこと，の二
点7において際立っている。本稿で取り上げる香港特
別行政区は，人口規模において日本の約二十分の一で
あるが，教員養成プログラムを提供する高等教育機関
は域内 5校のみである。
しかも，日本の場合においては，比較的早くから

「開放制」原則下で高等教育の大衆化が進み，教員養
成プログラムを提供する機関が多様かつ広範囲に展開
され，その結果として教員の有資格者が教員需要を大
きく上回る供給過剰状態が恒常化しているにもかかわ
らず，これらに対する量的規制や，水準維持のための
政府による直接的な管理策（全国規模の教員資格認定
試験等）がほとんど行われていないという点でも，他
の地域にない特質を持っている。
それゆえ，日本の教員養成システムを検討する際
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に，東アジア諸地域の状況との比較研究は有益な知見
を提供し得るが，システム全体での相違点を踏まえつ
つ，課題を絞って検討を進めていくことが肝要であろ
う。
以下，香港教育大学の成立プロセスと，東京学芸大

学を典型例とする日本の教員養成系単科大学の成立・
展開プロセスの比較を通して，初等学校の教員養成を
主な目的とする機関の「大学」としてのありようを検
討していく。

３．  教員養成機関の大学昇格をめぐる論点：香港教

育大学と東京学芸大学の比較から

３．１ 香港教育学院の大学昇格への動き
1994年に設立されて以降，香港教育学院の大学昇

格への動きは比較的早期から見られた。 管轄下
にある8校の高等教育機関の中で唯一「学院」
（ ）という名称を持つために他の「大学」
（ ）よりも格下の印象を与え，優秀な入学者
の確保に困難を来すということが，設立当初よりの教
員たちの印象としては強かった8ことが大きな動因の
ひとつであった。
1998年に香港教育学院は学士課程（教育学士

）を設置し，学士レベルでの初
等学校教員養成のプログラムが始められた。これは，
大学昇格へのプロセスとしての意味合いを持つととも
に，香港特別行政区における教員の資質向上策とし
て，学士レベルの養成教育を受けた人材で初等教育を
担うという政府の方針（ ）に
沿ったものである（ 2009）。以後，2005年に教育
の修士課程（ ）を設置，さらに
2007年には博士課程（ ）を設置し
ている。また，2004年には政府より，他の 管轄
下の高等教育機関同様に，内部質保証を自律して行え
る高等教育機関としての認定（自我評審資格

）を受けている。
当時の 校長（第三代，在任2002 2007）は，
任期末の2007年 6月に に対し大学昇格の発展計画
書（

）を提出し， の審査を受けることとなっ
た。
これ以前から，香港教育学院が大学に昇格する際の

オプションとしては，単独の教育大学となる（
）か，既存の大学と連携してその中の一組織と

なる（ ）かの二つが想
定されていた。後者のオプションを採る場合の提携先

として有力視されたのは，地理的な近さ（直線距離で
約4㎞，バスで15分ほど）や既に教育学院を持ってい
る点などから香港中文大学であり，同大学の李国章校
長（ ，在任1996‒2002）は，同
大学と香港教育学院との合併を提案していた9。のち
に李国章は政府の教育統籌局（現・教育局）局長に転
じ，香港の施政権復帰後の，中国（本土）モデルの6
‒3‒3‒4制への移行などの一連の教育政策の中で，香
港中文大学への香港教育学院の併合を指示し，香港教
育学院の 校長もこれを受け入れる意向を
示した。これに対し，香港教育学院の教職員には，自
律性を担保する上で単独昇格を支持する者が多く，李
国章局長や 校長への反発が強まった。こ
うした流れの中で，2007年に任期の切れる
校長の再任を校董会が否決し，これに対して李国章長
官は香港教育学院の 4名の教員の辞職を要求するとい
う騒擾となった（香港教育学院風波）。
この後半年ほど香港教育学院の校長ポストは空席と
なるが，続く張炳良校長（第四代，

在任2008‒2012）は着任直後より「教大理
想」をスローガンに掲げ，単独昇格をめざした対外的
な活動を積極的に展開していくことになる。2009年
に張炳良校長の呼びかけによってアジアの教育系大学
30校の学長が集まってのラウンドテーブル（

10）が開かれ，以後おおむね二年に一度の集ま
りが継続的にもたれているが，そこでのホスト役を香
港教育学院が務めることは，教育研究の国際的な拠点
としてのアピールの側面をも持っていると見ることが
できる。

３．２ 2009年UGCレポートの指摘
2007年に香港教育学院から提出された発展計画書
は， のレビュー・グループによる審査にかけら
れ，それを受けて教育局は2009年 6 月24日に大学昇
格を却下する裁定（ 2009）を下して
いる。
レビュー・グループのレポートや，それを受けた教
育局の裁定は，香港特別行政区の教員養成における水
準向上や，教育の実践的な研究の発展などに果たした
香港教育学院の働きを高く評価しつつ，単科のままで
は大学となるには不充分であると結論づけたのであ
る。
この，「単科でない大学」の具体的な要求を当時の新
聞報道から拾うと，たとえば 主席の史美倫（
）は，「香港教育学院の提供しているダブルディグ
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リープログラムは，教員養成に方向付けられていない
プログラムが全て他の教育機関で教えられているので，
単独の大学としての要件を満たしていない」としてお
り11，これに対して張炳良校長は「われわれのやってき
たことは間違いないが，さらに昇格に向けての動きを
加速させる必要がある」と述べている12。
教育局による昇格却下の裁定に添えられた レ

ビュー・グループのレポートは，以下四点を勧告して
いる。

1）単科の教育大学が 管轄外のものとして設置
され，他の戦略を持って香港教育学院の教員養成と
香港の高等教育の質的向上を果たすこともあり得
る。
2）香港教育学院は，以下三点を優先的に進めるべ
きである：香港域内における教員養成の戦略的発
展，教育に加えて他のディシプリンを発展させるこ
と，研究の発展と研究方法のトレーニング環境を充
実させること
3）香港教育学院は，以下二つのオプションを探る
べきである。 複数ディシプリンを持つ高等教育
機関として，教育領域に焦点化するとともに他の領
域を含む学士課程と大学院課程，および研究体制を
整えること， 既に存在する大学と連携し 総合的
な学習と研究環境を整備する中で，香港教育学院と
その大学との合意に基づいて発展させていくこと。
4）政府は，香港教育学院の発展のために新たな追
加予算措置を講ずるとともに，教員養成に関わる人
事についての柔軟な取り扱いを続けること。

ここで香港教育学院が大学（ ）に昇格する
際に最も重要なポイントは，単に教育の分野で優れた
人材養成や研究成果の実績を積むことではなく，他の
分野も併せ持つ総合大学としての実質を備えること，
つまりは複数ディシプリンを持つこと，なのである。

３．３ 非教員養成課程の整備と大学昇格
この後，香港教育学院では，上述のオプション ，

つまりは単独で複数ディシプリンを持つ大学として昇
格すべく，教員の養成を主目的としない教育研究組織
の整備を行っていく。それは具体的には，教育分野以
外での学部及び大学院プログラムの整備を意味する。
教員養成を主目的としない学士課程としては，語文

研究（文学士 ），全球及環
境研究（理学士 ）の二専攻が2010
年に設けられ，翌2011年に創意與芸術文化（芸術学

士 ），さらに翌2012年に心理学（社会
学士 ）が相次いで設けられ，従
前の教育学士課程を加えて 5つのディシプリンが並立
する形を採った。また大学院においては，従前の教育
分野での修士・博士学位課程に加えて学術博士
（ ）のプログラムを整備し，2013
年に第一号の学位を授与するに至っている。これら，
教育分野以外の各プログラムに関しては，香港特別行
政区内の大学や職業専門学校等に対する分野別評価を
担う香港學術及職業資歷評審局（

）が2014年に認証を与えて
いる。
張炳良校長は，2009年の レポート以降に香港

教育学院が行ったこうした一連の対応策とその後の発
展プランを2012年にまとめ，その後を引き継いだ張
仁良校長（ 第五代 在任
2013‒）が2014年7月に年に改めて教育局に対して大
学昇格の申請書（ ）
を提出し，これが再び の審査にかけられること
となった。

は前回同様にレビュー・グループを組織して
審査に当たった（ 2015）。
審査は「見通し・ミッションおよび戦略的方向性」
「学術的な拡がりと科目の総合性」「ガバナンス」「学
術水準と質保証」「研究成果と研究能力」「研究スタッ
フとそのサポートスタッフ」「リソースとその維持体
制」の 7つのクライテリア（下位項目の合計数は14）
に及び，2015年 9 月に出されたレポートにおいて「本
レビュー・グループは，香港教育学院が「大学
（ ）」のタイトルを使うことの正当性が現在は
完全に保証されているという結論に達した」として，
大学昇格を認める答申を示した。
その後，学内での意見聴取等を経て候補とされた

「香港教育大学」（
）の名称が行政会議で認められ，《2016年香港教

育學院 修訂 條例》に基づいて2016年 5 月27日に大
学として新たに発足することとなった。十数年をかけ
て「教大理想」が実現されたのである。

３．４ 戦後日本における教育系単科大学の成立
このような，香港教育学院から香港教育大学への一
連の昇格プロセスは，日本の戦後教育改革期における
教育系単科大学の発足に至るプロセスと相当に異なっ
ている。それは単に時期的な隔たりのみならず，初等
学校を含む教員の養成を行う機関を大学として認定す
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るに当たっての要件の相違として捉えられる。以下，
戦時下までの師範学校が，1949年以降に「学芸大学」
として発足するまでの経緯を概括しておきたい。
よく知られているように，1945年 8 月に日本がポ

ツダム宣言を受諾して無条件降伏する形で太平洋戦争
が終結して以降，日本の教育改革は，第一次アメリカ
教育使節団（1946年 3 月来日），およびそれに協力し
た日本側教育家委員会，さらには同委員会のメンバー
を主に構成された教育刷新委員会などの議論を元に展
開され，アメリカモデルの6‒3‒3‒4の単線型学校制
度への移行を基本として進められている。そして使節
団報告書においては，「師範学校はもっと優れた専門
的（教師としての）準備教育と，更に十分なる高等普
通教育を施すように，一層高い水準で再組織されねば
ならぬ。すなわちそれは教師を養成するための専門学
校または単科大学となるべきものである」と結論づけ
られ，教員養成に特化した高等教育機関の創設を提案
している（岩田 1991）。
しかしながら，その後の教育刷新委員会を主な舞台

として繰り広げられた教員養成改革論においては，い
わゆる師範教育批判―「師範タイプ」と俗称される視
野の狭い教員の資質に対する批判―が根強く，高等教
育機関を再編する中で教養教育を充実させるべきとい
う方向で議論が展開された。この議論は同委員会第
34回総会（1947年 5 月 9 日）における建議「教員養
成に関すること（其の一）」において「小学校，中学
校の教員」は主として「教育者の養成を主とする学芸
大学を修了又は卒業したる者」から採用する，とされ
た。ここでの「学芸」がリベラル・アーツを意味する
もので，あらゆる学問の基礎にある幅広い教養が，ま
ず大学に必要な要素として求められたのである。
それは当時文部省で教育刷新委員会の議論に関わっ

て日高第四郎が回想する中で「教育刷新委員会で口癖
のようになって言ったことは「専門バカをつくるな」
ということであった。旧制大学においては一年から専
門に取り組み，どちらかと言えば専門以外は感知せず
という専門バカをつくり易かった。一方，師範学校み
たいに自立した主体なしに教えることだけが専門であ
るというような専門バカも作ってはならない。大学は
学問研究の場であると同時によりよき市民としての広
い視野と深い教養を持つ人間の育成の場としてもあら
ねばならず」（東京学芸大学二十年史編集委員会
1970）と述べていることにも重なる。
そしてその後，これらの建議に基づいて師範学校を

新制大学に改組転換していく際に，1948年の 6月末
から 7月にかけて文部省および民間情報教育局（

）から「国立大
学設置に関する一一原則」が示された。そこでは第一
の原則として「国立大学は，特別の地域（北海道，東
京，愛知，大阪，京都，福岡）を除き，同一地域にあ
る官立学校はこれを合併して一大学とし，一府県一大
学の実現を図る」とされ，この 6都道府県と，第五の
原則「女子教育振興のために，特に国立女子大学を東
西二か所に設置する」に沿って奈良女子高等師範学校
が単独で奈良女子大学となった奈良県の計7都道府県
にのみ，それぞれの地名を冠した「学芸大学」が創設
されることとなった。この 7校の「学芸大学」は設置
当初においては「学芸学部」のみを置き，養成する教
員の学校種と免許種に基づく課程－学科目制の教育組
織を採った。
そして，旧制の師範学校と青年師範学校のみを母体

としたこれら「学芸大学」は，三・四年次にそれぞれ
の専門課程に分かれるものの，主に前半の二年間にお
いては幅広い教養科目を学ぶものとして発足した。実
際，1949年発足時の東京学芸大学は，三年次・四年次
の専門課程を世田谷に置くとともに，他の分校（小金
井・大泉・竹早等）には教養課程と二年課程が置かれ
る形となっており，四年制の学士課程における教養教
育と専門教育はほぼ等しい比重を持っていたのである。
その後，1960年代の政策動向の中でこれら「学芸

学部」はより教員養成への目的性を強めた「教育学
部」へと改組転換し，さらに1980年代後半からは教
員養成を主目的としないいわゆる新課程（ゼロ免課
程）を設けるに至っている。

４．考察

４．１ 日本の教育系単科大学の抱える理論的課題
以上，香港教育大学と主に東京の「学芸大学」の発
足と展開過程を比較検討してきたが，ここから昨今の
日本の「大学における教員養成」，中でも初等学校の
教員を多く養成する教員養成系単科大学のあり方を考
える上でのいくつかの興味深い論点が浮かび上がって
くる。以下，主なものを挙げて結論に代えたい。
第一に，香港においても日本においても，初等教育
の教員養成を主目的とする機関の大学昇格は外圧を契
機としている点で共通している。日本においてはいわ
ゆる戦後教育改革の中でアメリカモデルの6‒3‒3‒4
単線型学校制度への移行が前提となる中で旧制師範学
校は四年制学士課程を持つ大学へと昇格し，香港にお
いては中華人民共和国への施政権の復帰を踏まえて
の，イングランドモデルから中国メインランドモデル
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（やはり6‒3‒3‒4制）への移行が前提となる中で香港
教育学院が大学へと昇格している。しかしながら，日
本においては前述の「国立大学設置の一一原則」に
よって，北海道・東京・愛知・大阪・京都・福岡およ
び奈良においては旧制の師範学校・青年師範学校が学
芸大学として単独昇格する以外の現実的なオプション
を奪われたのに対し，香港教育学院の昇格に当たって
は，単独昇格（ ）のほかに総合大学（具体
的には香港中文大学）との統合というオプションがあ
り，前者を主体的に選び取っているという点で大きく
異なる。
第二に，双方の教員養成機関が大学昇格するに当

たって重視された要素が異なる。香港教育学院の大学
昇格に際して問われたのは複数の学問分野にまたがる
総合的な教育・研究のディシプリンであったのに対
し，日本の学芸大学の発足に際してまず求められたの
は，旧来の師範学校が持っていた閉鎖的な性格と，そ
こで養成されてきた識見の狭い「師範タイプ」教員増
を脱して幅広い教養教育（リベラル・アーツ）に基づ
く学士課程教育の中で初等学校を含む教員養成を行う
ことであった。
このことは，第三の論点としての，教員養成プログ

ラムを提供する高等教育機関のディシプリンの要請に
ついての両地域の隔たりにつながる。二度にわたる

のレビュー・グループのレポートに見られるよ
う に，香港教育学院の大学昇格に際しては，教育に
焦点を置いた教育・研究の充実を核とし，それに加え
てたの領域においても大学にふさわしい教育・研究体
制を整えることが求められた。それゆえ，7つのクラ
イテリアのそれぞれについて，大学としての実質を備
えてるか否かが審査のポイントとなった。対して日本
の師範学校の大学昇格に際しては，旧制の師範学校・
青年師範学校の教員スタッフに学問的な業績に欠ける
者が相当数おり，大学教員としての審査をパスするの
に難儀したケースは多く見られるものの，「学芸学部」
が教育分野に関わる教育・研究のディシプリンを持つ
ことは求められず，むしろ特定のディシプリンに偏し
ないリベラル・アーツの学部として発足したという点
で，香港とは好対照をなす。詳しくは別稿（岩田
1994）に譲るが，日本における大学のアクレディテー
ションを企図して設けられた大学基準協会において
は，教育学に関わる基準の整備は遅れ，また旧制帝国
大学に設置された教育学研究を旨とするそれと，旧制
師範学校を母体とした大学の教員養成学部との双方を
包摂するような概括的な基準となったために，基準と
しての効果は薄かったのである。その一方で，こうし

た学部において，特に小学校の教員養成プログラムは
統合の軸を欠いた形で提供され続けたのである。その
後半世紀を経て，教員養成系大学・学部におけるいわ
ゆる教科専門領域の教員たちの教育・研究のあり方
が，教員養成を主目的とする大学にありながら他の
ディシプリンを持っていることが指摘され，政策的な
改革のターゲットとなる（国立の教員養成系大学学部
の在り方に関する懇談会2001）ことの伏線はここに
あると見られる。
さらにこのことは，単独昇格した後の大学院のあり
ようにも影響を及ぼしている。東京学芸大学に大学院
教育学研究科が設けられたのは1966年であるが，そ
の組織は，それぞれの教科専門科目につながる学問分
野ごとの講座を基調としたものであり，授与される学
位はアカデミックなそれ（教育学修士＝

）であった。後に1996年に連合形式の博
士課程を設けるが，そこでの学位もアカデミックなそ
れ（ ）であった。東京学芸大学な
どの日本の教員養成系単科大学でプロフェッショナル
学位としての教職修士（ ）が与え
られるようになるのは2008年の教職大学院発足の後
のことである。つまり，日本の教員養成系単科大学は
アカデミックな学位に連なる大学院の整備を先行させ
たが，そこでは教育学のディシプリンが主流ではな
かったのである。このことも，香港教育学院が大学昇
格以前から設置した修士課程プログラムが，現職の教
員を対象とした教育修士（ ）であっ
たことと対照的であり，近年の政策動向の中で教員養
成系の大学院を基本的に教職大学院に一本化する動き
が出てきたことの遠因として捉えられる。
第四に，非教員養成課程のあり方も，両地域で異

なっている。香港教育学院の大学昇格のプロセスにお
いて設けられた非教員養成課程は，対象とする学問分
野においては日本の教員養成系大学・学部に1980年
代以降に相次いで設けられた新課程に近い。しかしな
がら，そのいずれもが新たな予算措置と教員のリク
ルートメントを伴っており，日本の教員養成系大学に
おける新課程が，少子化に伴う教員の需要減とベビー
ブーマーの大学進学という状況を踏まえて，既存の教
員養成系大学・学部の人的・物的リソースを活かす形
で，教官定数を増やさずに設置されたのとは対照的で
ある。

４．２ 今後の課題
以上見てきたように，香港教育学院の大学昇格プロ
セスを比較対象の素材とすることで，日本の教員養成
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系大学の抱える構造的な課題に関わる興味深い論点が
見えてくることとなった。
しかしながら，2016年に発足した香港教育大学は

まだ日が浅く，特に非教員養成課程として設けられた
プログラムが今後，日本における教員養成系大学の新
課程のようにアイデンティティ・クライシスを抱えた
まま政策的に廃止される方向に向かわないとも限らな
い。「大学における教員養成」の帰趨はどうなるのか，
今後に注視を要する。
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注

1 本稿は，香港比較教育学会（

）の年次大会（2017年 3 月24日，

香港教育大学将軍澳学習中心）における口頭発表 ”

‘ ’”

を日本語に置き換えるとともに，日本人読者に合わせて

加筆修正を加えたものである。

2 香港大学（ ）・香港中文大学

（ ）・香港バプティスト

大学（ ）・香港理工大学（

）の 4校。

3 香港教育大学以外で提供されている小学校教員養成のプ

ログラムは，2016 17年度においては香港中文大学と香港

大学における小学校英語教員の学卒後課程のみである。

4 英国モデル（6 7 3）から中国（本土）モデル（6-3-3-4）

への移行。詳しくは大和（2012）・山田（2011）等を参照。

5 香港特別行政区における政府の諮問機関。政府立の大学の

認可や予算配分などの権限を持つ。

6 香港大学に2002年に設置された香港賽馬会防止自殺研究中

心（

）の主な取り組みの一つに，教員たちの精神

的ストレスから来る自殺の防止のためのプロジェクトがあ

る。大和（2012）参照。

7 岩田（2013）によれば，2010年の段階で日本で教員養成

プログラムを提供する大学・短期大学は855校，対して小

中学校に新卒新採用された者は計一万人弱，一機関あた

りの平均は10名強に過ぎない。これは特に中国（本土）

の平均約300名と比べて際立って少ない。

8 粱恩榮博士（ 香港教育大学客席副教授・

元教職員会会長）へのインタビューによる（2017年 3月6日）。

9 《明報》2002年 4 月19日付。

10 の第一回は2009年 5 月，第二回は2011年11月に

それぞれ当時の香港教育学院で開催されている。以降は

参加大学の持ち回りとなり，第三回は2013年11月にマ

レーシアのスルタン・イドリス教育大学で，第四回は

2016年 2 月に韓国の光州教育大学校で，それぞれ開催さ

れている。

11 ‘ The China Daily (Hong 

Kong Edition)《中国日報》香港版 2009年 2 月18日付。

12 ‘ South China morning 

Post《南華早報》，2009年 2 月18日付。
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日本の「大学における教員養成」の理論的諸課題

――比較研究的視点から――

F

岩 田 康 之＊

 

教員養成カリキュラム開発研究センター

Abstract

Keywords:

Curriculum Center for Teachers, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨: 香港教育学院は，1994年に香港地域の 5校の教員養成機関が統合されて発足して以降，大学昇格への
活動を続けてきた。しかしながら，2009年に香港特別行政区教育局は，この学院の大学昇格を認めない決定
を下している。その審査にあたった大学教育資助委員会が指摘したのは，同学院は教育のみのディシプリンし
か持たず，それゆえに大学と呼称するには不充分であるということであった。その後同学院は教員養成を主目
的としないプログラムを整備し，それら教育以外の分野における教育研究の成果が出た後の2015年になって
申請が認められ，2016年から香港教育大学となった。
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この一連のプロセスは，日本の戦後教育改革期において旧制の師範学校が「学芸大学」として発足したプロ
セスと多くの点で対照的である。教員養成を行う機関が「大学」と認定されるに際して香港ではまず複数ディ
シプリンを持つことが求められたのに対し，日本のそれは幅広い教養教育に立脚した学士課程教育において教
員養成を行うことであり，ディシプリンが厳しく問われることはなかったのである。
このような諸課題が，近年の日本の教員養成系大学をめぐる改革動向の背景をなしていることが看取でき

る。

キーワード:大学における教員養成，ディシプリン，学芸大学，香港教育学院，教育改革
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